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令和３年度第４回庁議提案  審議・報告・その他 

                    提 出 日：令和３年５月２５日 

                    担当部・課：教育委員会生涯学習課〔内線５０５６〕 

① 件  名 

街なか文化・芸術活動活性化助成事業の実施について 

② 施策等を必要とする背景及び目的（理由） 

【背景】 

本市の中心市街地は、北上川水運と沿岸船運の結節拠点として栄え、中瀬地区から石巻駅にかけ

て、行政機能や金融機関、商店等が集積する石巻の歴史特性を象徴する地域である。県下第２の都

市・石巻の中核として発展を続けてきたが、近年の消費者のライフスタイルの変化やニーズの多様

化、モータリゼーションの進展に伴う郊外型大型店の進出、さらには長引く景気の低迷によって消

費者の購買意欲が減少する等、様々な問題を抱え、中心市街地の商業は衰退傾向にある。さらに、

東日本大震災以降は人口減少が加速し、令和元年度末からはコロナ禍により観光客が減少する等新

たな課題も顕在化している。 

 

【目的】 

  中心市街地において文化・芸術活動を行う団体に対し、活動費用の助成を行うことにより、中心

市街地の文化・芸術活動の活性化を図る。 

③ 根拠法令及び総合計画又は個別計画との整合性 

 

【根拠法令】 

 中心市街地の活性化に関する法律（平成１０年法律第９２号） 

 

【〔総合計画との整合性 総合計画の位置付け：有・無〕 又は 〔個別計画との整合性〕】  

④ 提案に至るまでの経過（市民参加の有無とその内容を含む。） 

 令和２年 ３月 第３期石巻市中心市街地活性化基本計画の内閣総理大臣認定 

     １１月 変更について内閣府地方創生推進事務局と事前相談 

 令和３年 １月 変更の内容について石巻市中心市街地活性化協議会から意見聴取 

      ４月 石巻市中心市街地活性化基本計画の策定 

      ５月 総合計画実施計画裁定（令和３年度） 

⑤ 主な内容 

 

【助成対象】 

・石巻市中心市街地活性化基本計画で定める中心市街地内で開催する事業 

・市内に活動の拠点を有する団体等 

・対象事業実施に必要なスタッフの賃金、講師等謝礼金、消耗品費、燃料費、通信運搬費、広告

料などのほか、その他市長が特に必要と認めるもの 

 

【助成率】 

助成対象経費の４分の３以内（助成限度額 １助成対象事業につき１００千円） 
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⑥ 実施した場合の影響・効果（財源措置及び複数年のコスト計算を含む。） 

 

【影響・効果】 

中心市街地で文化・芸術活動が活発に行われることにより、交流人口の拡大と街の活性化が図ら

れる。 

 

【市財政への負担】 

一般財源 ２，０００千円 

 

⑦ 他の自治体の政策との比較検討 

 

 

⑧ 今後の予定及び施行予定年月日 

 

令和３年度６月 市議会第２回定例会に補正予算案を提案 

        助成金交付要綱の制定 

  

⑨ その他 

 

 

 


